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議案第２０４号

福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２８年１２月１４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，本市における雇用機会の創出，事業機会の増大及び税源のか

ん養を図り，もって本市経済の活力の向上及び豊かな市民生活の実現に寄与するため，本社

機能の整備を促進するための措置を講じる必要があるによる。

福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例

　（目的）

第１条　この条例は，本市における本社機能の整備を促進するための措置を講じることによ

り，雇用機会の創出，事業機会の増大及び税源のかん養を図り，もって本市経済の活力の

向上及び豊かな市民生活の実現に寄与することを目的とする。

　（定義）

第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

⑴　認定事業者　地域再生法（平成１７年法律第２４号。以下「法」という。）第１７条の２第１

項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画について同条第３項の規定による

福岡県知事の認定を受けた事業者をいう。

⑵　特別償却設備等　地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令（平成２７年総

務省令第７３号。以下「省令」という。）第２条第１号に規定する特別償却設備である家屋

又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地（平成２７年１０月８

日以後に取得したものに限り，かつ，土地については，その取得の日の翌日から起算し

て１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合にお

ける当該土地に限る。）をいう。
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⑶　本社機能の整備　認定事業者が，法第１７条の２第４項に規定する認定地方活力向上地

域特定業務施設整備計画に基づき，市域内において特別償却設備等を取得し，又は賃借

し，かつ，雇用機会を創出すること。

２　前項に定めるもののほか，この条例において使用する用語の意義は，法及び省令の例に

よる。

　（支援措置）

第３条　市長は，円滑かつ確実な本社機能の整備を促進するため，市税の特例措置，情報の

提供その他の必要な支援を行うものとする。

　（指定特別償却設備等）

第４条　市長は，認定事業者が，法第１７条の２第３項の規定による認定を受けた日から同日

の翌日以後２年を経過する日までの間に市域内において法第１７条の２第４項に規定する認

定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って，取得した特別償却設備等を，市税の

特例措置の適用がある家屋，構築物，償却資産又は土地（以下「指定特別償却設備等」と

いう。）として指定することができる。

２　前項の規定は，福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例（平成２４年

福岡市条例第８５号）第５条第１項に規定する認定事業資産については，適用しない。

３　第１項の規定による指定（以下単に「指定」という。）を受けようとする認定事業者は，

規則で定めるところにより，市長に申請しなければならない。

４　市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，それぞれ当該各号に定める取消しを行

うものとする。

⑴　法第１７条の２第６項の規定により認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る

認定を取り消されたとき及び前項の規定による申請の内容に虚偽又は不正があったと認

められるとき　指定の全部の取消し

⑵　指定特別償却設備等の全部又は一部が，法第５条第４項第５号に規定する特定業務施

設の用に供されなくなったと認められるとき　当該用に供されなくなったと認められる

部分に係る指定の取消し

５　市長は，指定をしたとき又は前項の規定による取消しをしたときは，その旨を当該指定

又は当該指定の取消しに係る認定事業者に対し通知するものとする。

　（課税の特例）
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第５条　指定特別償却設備等については，福岡市市税条例（昭和３６年福岡市条例第５３号）で

定めるところにより，課税の特例の適用があるものとする。

　（委任）

第６条　この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。

　（福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例の一部改正）

２　福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例（平成２４年福岡市条例第８５

号）の一部を次のように改正する。

　　第５条中第４項を第５項とし，同条第３項第３号中「第２項」を「第３項」に改め，同

項を同条第４項とし，同条第２項中「前項」を「第１項」に改め，同項を同条第３項とし，

同条第１項の次に次の１項を加える。

２　前項の規定は，福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例

（平成２８年福岡市条例第　号）第４条第１項に規定する指定特別償却設備等については，

適用しない。

　（失効）

３　この条例は，平成３２年３月３１日限り，その効力を失う。ただし，この条例の失効の際現

に第５条の規定による課税の特例の適用がある指定特別償却設備等及び同日までに市域内

において取得された特別償却設備等については，同日後もなおその効力を有する。




